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東
法
連
は
９

月
25
日
、
全
法

連
会
館
で
第
２

回
税
制
税
務
委

員
会
（
青
栁
晴

久
委
員
長
・
四
谷
法
人
会
会
長
）
を
開
催

し
た
。
委
員
会
で
は
、全
法
連
に
よ
る「
税

制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に

つ
い
て
、
回
答
数
の
増
加
施
策
を
今
後
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
続

い
て
開
催
さ
れ
た
同
委
員
会
連
絡
協
議
会

で
は
、
令
和
２
年
度

税
制
改
正
の
提
言
が

報
告
さ
れ
た
。

同
提
言
に
つ
い
て

は
、
９
月
18
日
に
開

催
さ
れ
た
全
法
連
理

事
会
で
承
認
さ
れ
、

東
法
連
で
は
、
９
月

20
日
開
催
の
理
事
会

で
報
告
す
る
と
と
も

に
、
実
現
を
目
指
し

て
東
法
連
、
単
位
会

と
も
積
極
的
な
要
望

活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
承
認
さ
れ

て
い
る
。

提
言
で
は
、「
基
本
的
な
課
題
」
と
し

て
「
Ⅰ
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方
」
で
、

財
政
健
全
化
に
向
け
て
と
題
し
、「
財
政

健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
歳
出
、

歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で
は
安
易
に
税

の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、
聖
域
を
設
け
ず

に
分
野
別
の
具
体
的
な
削
減
の
方
策
と
工

程
表
を
明
示
し
、
着
実
に
改
革
を
実
行
す

る
よ
う
求
め
る
。」
と
し
て
い
る
。

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
効
果
等
を

検
証
し
問
題
が
あ
れ
ば
見
直
し
が
必
要

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置
で

は
、「
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務

負
担
が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、

税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保
な
ど

の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
導
入
後
は
国

民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対
策

の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同

制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で

あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

法
人
実
効
税
率
の
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も

視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

「
Ⅱ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策
」

で
は
、
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て
、「
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
や
ア
ジ
ア
主
要
国
、
米
国

と
比
較
す
る
と
我
が
国
の
水
準
は
依
然
と

し
て
高
い
。
今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き

下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な

る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る

税
制
措
置
で
は
、「
中
小
法
人
に
適
用
さ

れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則
化
す

る
。
ま
た
、
８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置

か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額

を
、
少
な
く
と
も
１
６
０
０
万
円
程
度
に

引
き
上
げ
る
。」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

事
業
承
継
税
制
の
拡
充
で
は
、「
中
小

企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業

が
承
継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の

根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平
成
30
年

度
の
税
制
改
革
で
比
較
的
大
き
な
見
直
し

が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対

応
が
必
要
と
考
え
る
。」
と
し
て
い
る
。

な
お
、
提
言
全
文
は
、
全
法
連
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

東
法
連
税
制
税
務
委
員
会

令
和
２
年
度
税
制
改
正
の
提
言
を
報
告

税制改正提言が報告された税制税務委員会連絡協議会
あいさつする
青栁晴久委員長
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

財
務
大
臣・国
税
庁
長
官・東
京
国
税
局
長
納
税
表
彰

東
京
都
知
事・東
京
都
主
税
局
長
税
務
功
労
者
表
彰

【
財
務
大
臣
納
税
表
彰
】

泉
　
未
紀
夫 

氏（
京
橋
筆
頭
副
会
長
）

鈴
島
　
　
健 

氏（
理
事・西
新
井
会
長
）

三
橋
　
信
介 

氏（
理
事・町
田
会
長
）

井
上
　
貴
夫 

氏（
神
田
副
会
長
）

三
田
　
芳
裕 

氏（
理
事・日
本
橋
会
長
）

長
澤
　
一
雄 

氏（
元
理
事・元
上
野
会
長
）

廣
瀨
　
隆
博 

氏（
理
事・品
川
会
長
）

吉
田
　
　
毅 

氏（
雪
谷
副
会
長
）

廣
瀬
　
　
淡 

氏（
厚
生
共
益
事
業
副
委
員
長・北
沢
副
会
長
）

川
村
　
洋
治 

氏（
中
野
相
談
役
）

大
石
　
寛
子 

氏（
豊
島
副
会
長
）

平
野
　
慎
治 

氏（
理
事・板
橋
会
長
）

相
原
　
光
良 

氏（
厚
生
共
益
事
業
副
委
員
長・練
馬
東
副
会
長
）

横
溝
　
正
雄 

氏（
足
立
副
会
長
）

加
藤
　
和
夫 

氏（
副
会
長・青
梅
会
長
）

樫
﨑
　
亮
一 

氏（
八
王
子
監
事
）

牧
野
　
　
正 

氏（
町
田
監
事
）

小
山
　
善
治 

氏（
立
川
副
会
長
）

芟
花
　
忠
彦 

氏（
武
蔵
府
中
副
会
長
）

【
東
京
都
知
事
税
務
功
労
者
表
彰
】

【
東
京
都
主
税
局
長
税
務
功
労
者
表
彰
】

【
国
税
庁
長
官
納
税
表
彰
】

成
田
　
茂
之 

氏（
理
事・神
田
会
長
）

細
田
　
　
眞 

氏（
公
益
事
業
副
委
員
長・日
本
橋
副
会
長
）

萩
原
　
健
司 

氏（
芝
副
会
長
）

伊
東
　
　
堅 
氏（
品
川
副
会
長
）

深
尾
マ
リ
子 
氏（
広
報
委
員・蒲
田
副
会
長
）

大
石
　
　
恵 

氏（
北
沢
副
会
長
）

渡
辺
　
　
博 

氏（
渋
谷
副
会
長
）

佐
藤
　
昌
之 

氏（
新
宿
常
任
相
談
役
）

横
山
　
浩
之 

氏（
中
野
副
会
長
）

安
江
　
文
博 

氏（
西
新
井
副
会
長
）

高
橋
　
芳
久 

氏（
理
事・江
戸
川
北
会
長
）

川
　
　
秀
武 

氏（
日
野
副
会
長
）

村
野
　
康
司 

氏（
理
事・東
村
山
会
長
）

伊
藤
　
隆
子 

氏（
武
蔵
野
副
会
長
）

【
東
京
国
税
局
長
納
税
表
彰
】

こ
の
ほ
ど
、
令
和
元
年
度
財
務
大
臣
・
国
税

庁
長
官
・
東
京
国
税
局
長
納
税
表
彰
の
受
彰
者

が
発
表
さ
れ
、
東
法
連
関
係
で
は
次
の
方
々
が

受
彰
の
栄
に
浴
さ
れ
た
。（
法
人
会
名
簿
順
）

表
彰
式
は
、
大
臣
・
長
官
表
彰
が
10
月
28
日

に
三
田
共
用
会
議
所
で
、
局
長
表
彰
が
11
月
７

日
に
Ｋ
Ｋ
Ｒ
ホ
テ
ル
東
京
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ

た
。

こ
の
ほ
ど
、
令
和
元
年
度
東
京
都
知
事
お
よ
び
同
主
税

局
長
税
務
功
労
者
表
彰
受
彰
者
の
発
表
が
あ
り
、
東
法
連

関
係
で
は
次
の
方
々
が
受
彰
の
栄
に
浴
さ
れ
た
。（
法
人
会

名
簿
順
）

表
彰
式
は
、
都
知
事
表
彰
が
10
月
１
日
に
西
新
宿
の
都

議
会
議
事
堂
都
民
ホ
ー
ル
で
、
同
主
税
局
長
表
彰
が
11
月

１
日
に
新
宿
Ｎ
Ｓ
ビ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。

金
山
　
　
宏 

氏

（
理
事・雪
谷
会
長
）

渡
邊
　
省
吾 

氏

（
元
副
会
長・元
江
東
西
会
長
）

多
田
　
充
伸 

氏

（
副
会
長・八
王
子
会
長
）

髙
橋
　
利
充 

氏

（
副
会
長・練
馬
西
会
長
）

三
橋
　
信
介 

氏

（
理
事・町
田
会
長
）
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10
月
28
日
に
三
田
共
用

会
議
所
で
開
催
さ
れ
た
財
務

省
・
国
税
庁
主
催
の
「
令
和

元
年
度
財
務
大
臣
・
国
税
庁

長
官
納
税
表
彰
式
」
に
お
い

て
、
東
法
連
に
対
し
て
「
国

税
庁
長
官
感
謝
状
」
の
贈
呈

が
あ
り
、
星
野
次
彦
国
税
庁

長
官
か
ら
小
林
栄
三
東
法
連

会
長
に
贈
ら
れ
た
。

団
体
に
対
す
る
国
税
庁
長

官
感
謝
状
は
、
昨
年
度
よ
り

設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
税
務
行
政
の
円

滑
な
運
営
等
に
資
す
る
活
動
を
通
じ
て

顕
著
な
功
績
を
挙
げ
た
団
体
に
贈
ら
れ

る
。

総務組織委員会
敬称略・法人会名簿順

（  ）内は所属法人会名

委 員 長
松本　光史（江東東）

副委員長
坂東　義治（玉川）
野地　英子（江東東）

委　　員
河合　　洋（神田）
八代　元行（日本橋）
佐佐木　一（小石川）
五十嵐正樹（本郷）
皆川　祐一（品川）
醍醐　正明（雪谷）
佐藤　　仁（蒲田）
水島　隆明（荻窪）
加藤　直光（豊島）
大野　　平（江戸川北）
山岡　秀俊（江戸川南）
東條　　実（町田）
関根　美英（武蔵野）

特別委員
内野　　守（東村山）

税制税務委員会
敬称略・法人会名簿順

（  ）内は所属法人会名

委 員 長
青栁　晴久（四谷）

副委員長
谷　　琢雄（京橋）
野村　圭伊（日野）

委　　員
植原　　隆（麹町）
相川　和宏（日本橋）
有馬　　徹（四谷）
玉越　　進（浅草）
角田　正典（荏原）
横山　誠二（世田谷）
大島　光隆（玉川）
戸門　循子（杉並）
丸山　晶子（練馬西）
鈴木又右衞門（足立）
駒野　智久（江東西）
雨宮　　淳（町田）
川本　政宜（立川）

特別委員
志賀　吉典 （青連協・上野）

東
法
連
は

第
２
回
総
務

組
織
委
員
会

（
松
本
光
史

委
員
長
・
江

東
東
法
人
会
会
長
）
を
、
９
月
24
日
、

全
法
連
会
館
で
開
催
し
た
。
委
員
会
で

は
、
組
織
担
当
者
を
対
象
に
し
た
拡
大

会
議
の
設
置
、
調
査

部
所
管
法
人
加
入
推

進
の
た
め
の
検
討
機

関
の
設
置
な
ど
が
了

承
さ
れ
た
。

会
員
増
強
関
連
事
項
に
つ
い
て
は
、

組
織
拡
大
強
化
特
別
委
員
会
が
一
定
の

役
割
を
終
え
廃
止
と
な
っ
た
こ
と
に
伴

な
い
、
総
務
組
織
委
員
会
に
お
い
て
検

討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
新
た
に
拡
大
会
議
と
し
て
、
組
織

担
当
者
連
絡
会
議
（
仮
称
）
を
設
置
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

拡
大
会
議
は
会
員
増
強
に
関
す
る
課

題
の
把
握
や
情
報
の
共
有
な
ど
を
目
的

と
す
る
総
務
組
織
委
員
会
所
掌
に
よ
る

適
時
開
催
型
の
会
議
体
で
、
各
会
の
組

織
担
当
副
会
長
ま
た
は
組
織
委
員
長
を

メ
ン
バ
ー
と
し
、
議
長
は
東
法
連
組
織

強
化
担
当
副
会
長
が
務
め
る
。

会
員
増
強
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た

委
員
会
に
す
べ
き
と
の
意
見
も
あ
り
、

今
後
委
員
会
再
編
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
が
、
結
論
ま
で
に
は
時
間

を
要
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
拡
大
会

議
が
そ
の
役
割
を
担
う
。

調
査
部
所
管
法
人
加
入
推
進
検
討
機

関
の
設
置
は
、
対
象
と
な
る
大
規
模
法

人
と
中
小
法
人
と
は
必
ず
し
も
ニ
ー
ズ

が
同
じ
で
は
な
い
た
め
、
大
規
模
法
人

と
そ
の
関
連
企
業
に
特
化
し
た
専
門
組

織
に
よ
る
検
討
が
合
理
的
と
の
判
断
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

検
討
機
関
は
総
務
組
織
委
員
会
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
会
議
体
と
し
、

調
査
部
所
管
法
人
を
多
く
抱
え
る
法
人

会
か
ら
メ
ン
バ
ー
を
募
り
、
総
務
組
織

委
員
会
か
ら
も
委
員
が
参
加
す
る
。
議

長
は
東
法
連
組
織
強
化
担
当
副
会
長
が

あ
た
る
。

東法連に国税庁長官感謝状組
織
担
当
者
拡
大
会
議
、調
査
部
所
管

法
人
加
入
推
進
検
討
機
関
設
置
を
了
承

東
法
連
総
務
組
織
委
員
会

東法連に贈呈された感謝状

あいさつする
松本光史委員長
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第
36
回
法
人

会
全
国
大
会
・

三
重
大
会
が
、

10
月
３
日
、
津

市
産
業
・
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー

で
開
催
さ
れ

た
。
当
日
は
全

国
か
ら
約
１
７

０
０
名
、
う
ち

東
京
か
ら
は
約
２
４
０
名
の
会
員
が
参

加
し
た
。

「
大
会
式
典
」
で
は
、
小
林
栄
三
全

法
連
会
長
（
東
法
連
会
長
）
に
よ
る
主

催
者
あ
い
さ
つ
、
星
野
次
彦
国
税
庁
長

官
、
鈴
木
英
敬
三
重
県
知
事
ら
に
よ
る

来
賓
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

西
新
井
法
人
会
が
会
員
増
強
表
彰
で

特
別
最
優
秀
賞
増
加
対
前
年
１
４
０
社

表
彰
状
贈
呈
で
は
、
会
員
増
強
表
彰

に
お
い
て
、
増
加
対
前
年
60
社
以
上
の

特
別
最
優
秀
賞
と
し
て
西
新
井
法
人
会

（
１
４
０
社
）
が
、
増
加
対
前
年
20
社

以
上
の
最
優
秀
賞
と

し
て
、
武
蔵
府
中
法

人
会
（
46
社
）、
江

戸
川
北
法
人
会
（
23

社
）、
江
東
西
法
人

会
（
23
社
）、
杉
並
法
人
会
（
21
社
）

江
戸
川
南
法
人
会
（
21
社
）
が
表
彰
さ

れ
た
。

そ
の
他
、
東
法
連
か
ら
は
、
研
修
参

加
率
向
上
表
彰
で
、
優
秀
賞
（
税
法
税

務
研
修
参
加
率
１
２
０
％
以
上
）
に
８

会
、
福
利
厚
生
制
度
推
進
表
彰
で
は
、

顕
著
な
成
果
を
挙
げ
た
単
位
会
（
累
積

収
入
保
険
料
対
前
年
１
０
３
％
以
上
）

を
８
会
が
受
彰
し
た
。
ま
た
、
東
法
連

が
、
顕
著
な
成
果
を
挙
げ
た
県
連
（
Ａ

Ｉ
Ｇ
損
保
取
扱
い
分
同
対
前
年
比
１
１

０
％
以
上
）
お
よ
び
、
高
成
績
を
長
期

間
維
持
し
て
い
る
県
連
（
同
対
前
年
１

０
０
％
以
上
を
３
年
間
継
続
し
て
維

持
）
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
。

ま
た
、
飯
野
光
彦
全
法
連
副
会

長・税
制
委
員
長
（
東
法
連
副
会
長・

北
沢
法
人
会
会
長
）
に
よ
る
「
令
和

２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」

の
趣
旨
説
明
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

締
め
く
く
り
と
し
て
、
大
会
宣
言

が
朗
読
さ
れ
、「
中
小
企
業
は
、
地

域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
や
厳
し
い
経
済
変

化
に
対
応
し
、
そ
の
存
在
感
を
維
持

す
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
経
済
の
礎

と
し
て
、
中
小
企
業
の
力
強
い
成
長

を
促
す
税
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、『
中
小

企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
』、

『
事
業
承
継
税
制
の
さ
ら
な
る
充

実
』
等
を
中
心
と
す
る
『
税
制
改
正

に
関
す
る
提
言
』
の
実
現
を
強
く
求

め
る
も
の
で
あ
る
。」と
宣
言
し
た
。

な
お
、
式
典
に
先
立
ち
、
伊
勢
神

宮
広
報
室
広
報
課
長
、
音
羽
悟
氏
を

講
師
に
迎
え
、「
皇
室
と
神
宮
」
を

テ
ー
マ
に
記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。

来
年
の
法
人
会
全
国
大
会
は
、
10

月
８
日
岩
手
県
の
盛
岡
市
で
開
催
さ

れ
る
。
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大会式典
中央は税制改正提言の趣旨説明を行う
飯野光彦全法連副会長・税制委員長

あいさつする
小林栄三会長

あいさつする
星野次彦国税庁長官


